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装官総第５０２９号

令和２年３月３１日

改正 装官総第４８１７号

令和３年３月３１日

長 官 官 房 総 務 官

長 官 官 房 人 事 官

長 官 官 房 会 計 官

長官官房監察監査・評価官 殿

長官官房各装備開発官

長官官房艦船設計官

各 部 長

施 設 等 機 関 の 長

防衛装備庁長官

（公 印 省 略）

長官官房の装備開発官並びにプロジェクト管理部の事業監理官及

び装備技術官の通称について（通知）

標記について、下記のとおり定め、令和３年４月１日から適用することとし

たので通知する。

記

１ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第６条第１項第１号に規定す

る事項を担当する装備開発官の通称を、装備開発官（統合装備担当）とする。

２ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第６条第１項第２号に規定す

る事項を担当する装備開発官の通称を、装備開発官（陸上装備担当）とする。

３ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第６条第１項第３号に規定す

る事項を担当する装備開発官の通称を、装備開発官（艦船装備担当）とする。
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４ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第６条第１項第４号に規定す

る事項を担当する装備開発官の通称を、装備開発官（航空装備担当）とする。

５ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第６条第１項第５号に規定す

る事項を担当する装備開発官の通称を、装備開発官（次期戦闘機担当）とす

る。

６ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第１６条第１号に規定する事

項を担当する事業監理官の通称を、事業監理官（誘導武器・統合装備担当）

とする。

７ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第１６条第２号に規定する事

項を担当する事業監理官の通称を、事業監理官（宇宙・地上装備担当）とす

る。

８ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第１６条第３号に規定する事

項を担当する事業監理官の通称を、事業監理官（艦船担当）とする。

９ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第１６条第４号に規定する事

項を担当する事業監理官の通称を、事業監理官（航空機担当）とする。

１０ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第２１条第１号に規定する

事項を担当する装備技術官の通称を、装備技術官（陸上担当）とする。

１１ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第２１条第２号に規定する

事項を担当する装備技術官の通称を、装備技術官（海上担当）とする。

１２ 防衛装備庁内部部局の内部組織に関する訓令第２１条第３号に規定する

事項を担当する装備技術官の通称を、装備技術官（航空担当）とする。


